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川崎市出産・子育て応援事業実施要綱 

 

令和５年２月２０日 

４川ここ福第２４３９号 

市 長 決 裁 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、国が定める令和４年 12 月 26 日子発 1226 第１号「伴走型

相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」の別

紙「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」

（以下「国要綱」という。）に基づき、市が実施する出産・子育て応援事業（以

下「本事業」という。）について、必要な事項を定めるものとする。  

 （委託） 

第２条 本事業の実施及び実施に当たり必要な事務等は、その一部又は全部を適

切に執行できる事業者に委託できるものとする。 

 （事業の対象） 

第３条 本事業は、市内に住所を有する妊婦及び主に０歳から２歳の乳幼児を養

育する子育て世帯を対象とする。 

２ 前項に定める者のほか、市長が特に必要と認めた者については、本事業の対

象とすることができるものとする。 

 （伴走型相談支援の内容） 

第４条 伴走型相談支援は、次の各号で定める内容を実施するものとする。 

(１) 川崎市母子保健法施行細則第 14 条等に基づいて実施する妊娠届出におい

て、妊婦本人に対して実施する面接等 

(２) すべての妊婦に対し妊娠７か月頃にアンケートを送付し、アンケートの回

答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市が

判断した者に対して実施する妊娠８か月面接等 

(３) 川崎市母子訪問指導事業実施要綱第５条に基づいて実施する新生児訪問、

同要綱第６条に基づいて実施する未熟児訪問又は川崎市こんにちは赤ちゃ

ん事業実施要綱に基づいて実施するこんにちは赤ちゃん訪問における出生

した児童を養育する者に対して実施する面接等 

(４) 第１号、第２号及び前号に定める面接の実施後に行う妊婦・子育て世帯に

向けたかわさき子育てアプリ等を活用したプッシュ型による子育て支援等

に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等 

 （伴走型相談支援の特例） 

第４条の２ 前条第２号及び第３号で実施する面接等の対象者が、里帰り先の市

町村で面接等を希望した場合は、市長は、里帰り先の市町村に面接等の実施を

依頼することができる。また、対象者の住所がある市町村より同様の理由によ

る面接等の依頼があった場合は、市長は、前条第２号及び第３号で定める面接

等を実施するものとする。 
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２ 前条第１号、第２号及び第３号で実施する面接等の対象者のうち、流産又は

死産した者及び対象児童が死亡した者については、面接等の実施は不要とする。 

 （伴走型相談支援の実施体制等） 

第５条 伴走型相談支援は、各区役所地域みまもり支援センターにおいて実施す

るものとする。なお、支援の一部を委託により実施する場合は、各区役所地域

みまもり支援センターは、委託事業者と連携して支援に向けた調整を行うもの

とする。 

２ 面接等に従事する者は、保健師、助産師又は看護師の資格を有し、かつ本事

業に関する専門的知識及び経験を有し適切に相談支援を行うことができる者

とする。 

 （伴走型相談支援の実施方法） 

第６条 第４条第１号、第２号及び第３号で定める伴走型相談支援の面接等は、

原則として、オンラインを含む対面による方法で実施するものとする。ただし、

対面による面接等を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、各区

役所地域みまもり支援センターが適当であると認める場合には、電話により実

施することができる。 

 （相談記録の管理） 

第７条 各区役所地域みまもり支援センターは、第４条第１号、第２号、第３号

及び第４条の２で実施したそれぞれの面接等における個別の相談記録を適切

に管理するものとする。 

２ 第４条の２第１項で実施した面接等の相談記録は、対象者の里帰り先の市町

村又は住所がある市町村と連携を図り共有するものとする。 

 （関係機関との連携） 

第８条 伴走型相談支援をより効率的かつ効果的に実施していくため、国要綱別

添２に基づき実施する出産・子育て応援給付金（以下「出産・子育て応援給付

金」という。）の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共

有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面接等の相談記録を共有

し、密に連携を図りながら本事業を実施するものとする。 

 （出産・子育て応援給付金の内容） 

第９条 出産・子育て応援給付金は、次の各号で定める内容を実施するものとす

る。 

(１) 対象となる妊婦の妊娠１回あたり５万円を支給するもの（以下「出産応援

ギフト」という。） 

(２) 対象となる児童１人あたり５万円を支給するもの（以下「子育て応援ギフ

ト」という。） 

（出産・子育て応援給付金の申請方法） 

第１０条 出産・子育て応援給付金の申請は、市長が別に定める方法により川崎

市簡易版電子申請サービスを利用して行うことができる。 

 （出産応援ギフトの支給対象者） 

第１１条 出産応援ギフトは、次の各号に掲げる者のうち、出産応援ギフトの申
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請時点で市内に住所を有する者に対して支給するものとする。 

(１) 令和５年３月１日以降に妊娠の届出をした妊婦（以下「支給妊婦」という。）。

ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠してい

ることが明らかである者に限る。 

(２) 令和４年４月１日以降、令和５年３月１日より前に出生した児童の母（以

下「遡及支給妊婦」という。）。ただし、妊娠中に日本国内に住所を有してい

た者に限る。 

(３) 令和４年４月１日以降、令和５年３月１日より前に妊娠の届出をした妊婦

（以下「遡及支給妊婦」という。）。ただし、妊婦であった者を含み、前号に

該当する者を除く。 

２ 前項の規定に関わらず、申請時に市に住所を有しない支給妊婦又は遡及支給

妊婦であっても、やむを得ない特別な事情が認められる場合は出産応援ギフト

を支給することができる。 

 （支給妊婦に対する出産応援ギフトの申請手続） 

第１２条 支給妊婦に対する出産応援ギフトの支給を受けようとする者（以下

「出産応援ギフト申請予定者」という。）は、第４条第１号で定める面接等を

受けた後、川崎市出産応援ギフト申請書（第１号様式）に、他の市町村で出産

応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本市が本事業の適切な実施の

ために関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意その他必

要事項を記載し、次の各号に掲げる書類を添えて市長へ申請を行うものとする。 

(１) 振込先となる金融機関の口座番号等が確認できる書類 

(２) 妊娠の事実が確認できる書類の写し 

(３) その他市長が必要と認める書類 

２ 紛失等により出産応援ギフト申請予定者が前項第２号の書類を添付できな

い場合は、産科医療機関等が発行した妊娠を証明する文書を添付するものとす

る。 

３ 前項の規定にかかわらず、申請前に流産又は死産した場合のほか、やむを得

ない特別な事情が認められる場合は、出産応援ギフト申請予定者は、第４条第

１号で定める面接等を受けることなく、市に対して第１項各号に掲げる書類を

添えて出産応援ギフト申請書を提出できるものとする。 

 （遡及支給妊婦に対する出産応援ギフトの申請手続） 

第１３条 遡及支給妊婦に対する出産応援ギフト申請予定者は、川崎市出産応援

ギフト（遡及分）申請書（第２号様式）に、他の市町村で出産応援ギフトの支給

を受けていない旨の申告及び本市が本事業の適切な実施のために関係機関等に

必要な情報を確認、共有することについての同意その他必要事項を記載し、次の

各号に掲げる書類を添えて市長へ申請を行うものとする。 

(１) 振込先となる金融機関の口座番号等が確認できる書類 

(２) その他市長が必要と認める書類 

２ 第１１条第２号に該当する遡及支給妊婦は、子育て応援ギフトの申請と併せ

て申請できるものとし、その場合は、市に対して前条各号に掲げる書類を添え
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て川崎市出産・子育て応援ギフト（遡及分）申請書（第３号様式）を提出する

ものとする。 

 （出産応援ギフトの申請期限） 

第１４条 第１２条による申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その

他出産応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情によ

り出産応援ギフト申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかっ

た場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後３か月以内に支給の申請を

行うことができるものとする。 

２ 前条による申請は、令和５年８月 31 日までに行うものとする。ただし、災

害その他出産応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事

情により出産応援ギフト申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことが

できなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後３か月以内に支

給の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、令和６年３月

１日以降の支給の申請はできないものとする。 

 （子育て応援ギフトの支給対象者） 

第１５条 子育て応援ギフトは、次の各号に掲げる対象児童（子育て応援ギフト

の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。）を養育する者であ

って、令和５年３月１日以降、子育て応援ギフトの申請時点で市内に住所を有

する者に対して支給するものとする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象

者が２人以上いる場合において、そのうち１人に対して子育て応援ギフトが支

給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフ

トは支給しない。 

(１) 令和５年３月１日以降に出生し、かつ市内に住所を有する児童を養育する

者（以下「支給養育者」という。） 

(２) 令和４年４月１日以降、令和５年３月１日より前に出生し、かつ市内に住

所を有する児童を養育する者（以下「遡及支給養育者」という。） 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援

ギフトは支給しない。 

(１) 児童手当法（昭和 46 年法律第 73 号）第４条第１項第４号に規定する小規

模住居型児童養育事業を行う者 

(２) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者 

(３) 法人 

３ 第１項の規定に関わらず、申請時に市に住所を有しない支給養育者又は遡及

支給養育者であっても、やむを得ない特別な事情が認められる場合は子育て応

援ギフトを支給することができる。 

 （支給養育者に対する子育て応援ギフトの申請手続） 

第１６条 支給養育者に対する子育て応援ギフトの支給を受けようとする者（以

下「子育て応援ギフト申請予定者」という。）は、第４条第３号又は第４条の

２で定める面接等を受けた後、川崎市子育て応援ギフト申請書（第４号様式）

に、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていな
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い旨の申告及び本市が本事業の適切な実施のために関係機関等に必要な情報

を確認、共有することについての同意その他必要事項を記載し、次の各号に掲

げる書類を添えて市長へ申請を行うものとする。 

(１) 振込先となる金融機関の口座番号等が確認できる書類 

(２) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定に関わらず、申請前に対象児童が死亡した子育て応援ギフト申請

予定者については、対象児童の死亡日において市に住所を有していた場合のほ

か、やむを得ない特別な事情が認められる場合は、第４条第３号又は第４条の

２第１項で定める面接等を受けることなく、市に対して前項各号に掲げる書類

を添えて子育て応援ギフト申請書を提出できるものとする。 

 （遡及支給養育者に対する子育て応援ギフトの申請手続） 

第１７条 遡及支給養育者に対する子育て応援ギフト申請予定者は、川崎市子育

て応援ギフト（遡及分）申請書（第５号様式）に、他の市町村で同一の対象児

童に係る子育て出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本市が本

事業の適切な実施のために関係機関等に必要な情報を確認、共有することにつ

いての同意その他必要事項を記載し、次の各号に掲げる書類を添えて市長へ申

請を行うものとする。 

(１) 振込先となる金融機関の口座番号等が確認できる書類 

(２) その他市長が必要と認める書類 

 （子育て応援ギフトの申請期限） 

第１８条 第１６条による申請は、第４条第３号又は第４条の２で定める面接等

を受けた日の翌日から３か月以内に行うものとする。ただし、災害その他子育

て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により子

育て応援ギフト申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなか

った場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後３か月以内に支給の申請

を行うことができるものとする。この場合であっても、対象児童が１歳に達す

る日以降の最初の３月 31 日（令和６年３月 31 日までに１歳に達した児童の養

育者は令和７年３月 31 日）以降は支給の申請はできないものとする。 

２ 前条による申請は、令和５年８月 31 日までに行うものとする。ただし、災

害その他子育て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な

事情により子育て応援ギフト申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うこ

とができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後３か月以内

に支給の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、令和６年

３月１日以降の支給の申請はできないものとする。 

（出産・子育て応援給付金の審査及び決定通知の送付） 

第１９条 市長は、第１２条若しくは第１３条又は第１６条若しくは第１７条の

規定に基づき支給の申請を受け、その内容を審査し、支給の可否を決定して、

川崎市出産・子育て応援給付金支給決定通知書（第６号様式）又は川崎市出産・

子育て応援給付金不支給決定通知書（第７号様式）を申請者へ通知するものと

する。 
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２ 市長は、支給を決定する場合において必要があると認めるときは、当該決定

に関し必要な事項について申請者に報告を求め、関係機関等に照会するものと

する。 

 （出産・子育て応援給付金の支給） 

第２０条 市長は、前条により支給を決定した者に対し、第９条に定める金額を、

支給を決定した者の指定する口座に振り込むことで支給を行うものとする。 

 （出産・子育て応援給付金の返還） 

第２１条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、

その者に対し、すでに支給した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 （受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第２２条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保

に供してはならない。 

 （事業の周知） 

第２３条 市長は、事業の円滑な実施を図るため、関係機関等の協力を得ながら、

市民に対して事業の周知徹底を図るものとする。 

（委任） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、こ

ども未来局長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年２月 20 日から施行する。ただし、第４条第２号の規定

は令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年６月６日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

 

 


